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保
険
料
の
納
付
に
は
口
座
振
替
を

　
国
民
健
康
保
険
料
の
納
付
は
、
納
め
忘

れ
の
な
い
よ
う
に
、
指
定
し
た
口
座
か
ら

自
動
的
に
月
々
の
保
険
料
が
引
き
落
と
さ

れ
る
口
座
振
替
が
便
利
で
す
。

　
口
座
振
替
を
利
用
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
持
っ
て
健
幸
増
進

課
で
手
続
き
を
し
て
い
た
だ
く
か
、
通

帳
・
通
帳
届
出
印
・
保
険
証
を
持
っ
て
、

指
定
の
金
融
機
関
、
郵
便
局
、
ゆ
う
ち
ょ

銀
行
の
各
窓
口
で
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。

問
合
先　
健
幸
増
進
課
☎（
275
）６
３
７
４

７
月
か
ら
普
通
徴
収
（
口
座
振
替
や

納
付
書
に
よ
る
納
付
）
が
始
ま
り
ま

す
　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
で
は
、
普
通
徴

収
分
に
つ
い
て
は
暫
定
保
険
料
が
な
い
た

め
、
４
月
か
ら
６
月
の
間
は
口
座
振
替
や

納
付
書
に
よ
る
納
付
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た

だ
し
、
過
年
度
分
に
対
す
る
保
険
料
に
つ

い
て
は
、
過
年
度
分
の
口
座
振
替
は
不
可

の
た
め
、
納
付
書
を
送
付
し
ま
す
。

　
７
月
中
旬
に
今
年
度
の
保
険
料
決
定
通

知
等
を
送
付
し
ま
す
が
、
普
通
徴
収
の
み

の
方
は
、
年
間
保
険
料
を
７
月
か
ら
翌
年

３
月
ま
で
の
９
回
で
納
付
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。

問
合
先　
健
幸
増
進
課
☎（
275
）６
３
９
２

自
賠
責
保
険
・
共
済
な
し
で
の
運
行

は
法
令
違
反
で
す

　
自
賠
責
保
険
・
共
済
は
自
動
車
損
害
賠

償
保
障
法
に
基
づ
き
、
原
動
機
付
自
転
車

を
含
む
全
て
の
自
動
車
１
台
ご
と
に
加
入

市 役 所 か ら の  
お 知 ら せ

泉大津市・高石市・忠岡町の
気になる情報をお届けします！

忠岡町図書館おはなし会
　忠岡町図書館
では、こどもた
ちに大きな夢を
と、こども向け
に「おはなし会」
を開催しています。
　ドキドキ、ワクワ
クの探険や冒険、お城のお姫様
にもなれる、おはなし体験。皆
さん、ぜひお越しください。
日時　毎週水曜日 午後 3時から
場所　忠岡町図書館
　　　（忠岡町文化会館 2階）
　　　［忠岡町忠岡南 1-18-17］
問合先　忠岡町図書館
　　　　☎0725(33)1153

高石シーサイド
フェスティバル 2024

5万人が集まる
高石市のイベン
ト！花火大会を
座って見ること
ができる席の販
売もあります。
詳しくは市ホー
ムページをご覧ください。
日時　6月2日(日)正午～午後9時
（花火大会は、午後8時から）
場所　浜寺公園・浜寺水路
問合先 高石シーサ
イドフェスティバル
実行委員会事務局
☎（275)6138

いずみおおつ“未来トーク”
　泉大津市で進めている、さま
ざまな取り組みについて、皆さ
んと市長が意見を交換します。
こども連れの人の参
加も可能です。
日時　5月25日(土)
午後1時～２時30分
場所　泉大津市役所
対象　泉大津市の取り組みに関
　　　心のある方
募集　10人程度（申込多数の場
　　　合は抽選）
問合先　5 月 15 日までに泉大津
市人権くらしの相談課へWeb・電
話・郵送・FAX のいずれかで申込
申込　☎0725(33)1131
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お
知
ら
せ

健
康
だ
よ
り

子
育
て
ナ
ビ

相
談
窓
口

募
集
と
案
内

ア
プ
ラ
ホ
ー
ル

図
書
館

フ
ォ
ト
ニ
ュ
ー
ス

が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
万
一
の
自

動
車
事
故
の
際
に
、
加
害
者
の
賠
償
責
任

を
担
保
す
る
こ
と
で
被
害
者
の
基
本
的
な

賠
償
を
保
障
す
る
制
度
で
あ
り
、
被
害
者

の
救
済
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
四
輪
車
は
も
ち
ろ
ん
、
車
検
制
度
の
な

い
２
５
０
c
c
以
下
の
バ
イ
ク
（
電
動
キ

ッ
ク
ボ
ー
ド
を
含
む
原
動
機
付
自
転
車
・

軽
二
輪
自
動
車
）
は
有
効
期
限
切
れ
、
か

け
忘
れ
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
市
役
所
で
自
賠
責
保
険
等
の
加
入
手
続

　
き
は
で
き
ま
せ
ん
。
自
賠
責
保
険
等
の

　
各
取
扱
代
理
店
で
加
入
手
続
き
を
行
っ

　
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
税
務
課
☎（
275
）６
０
９
７

6
月
か
ら
定
額
減
税
が
実
施
さ
れ
ま
す

　
賃
金
上
昇
が
物
価
高
に
追
い
つ
い
て
い

な
い
国
民
の
負
担
を
緩
和
し
、
物
価
上
昇

を
十
分
に
超
え
る
持
続
的
な
賃
上
げ
が
行

わ
れ
る
経
済
の
実
現
を
目
指
す
観
点
か
ら
、

定
額
減
税
が
実
施
さ
れ
ま
す
。
令
和
6
年

度
分
の
個
人
市
・
府
民
税
の
定
額
減
税
に

つ
い
て
は
、
お
送
り
す
る
納
税
通
知
書
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

対
象　
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
、
１
８

０
５
万
円
以
下
（
給
与
収
入
２
０
０
０
万

円
以
下
に
相
当
）
の
個
人
住
民
税
所
得
割

の
納
税
義
務
者

減
税
額
　
本
人
、
配
偶
者
を
含
む
扶
養
親

族
１
人
に
つ
き
、
１
万
円
（
詳
し
く
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
）

※
令
和
6
年
分
所
得
税
の
定
額
減
税
は
、

　
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

　
さ
い
。

問
合
先　
税
務
課
☎（
275
）6
０
９
7

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
納
税

通
知
書
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

　
本
年
１
月
１
日
現
在
で
市
内
に
土
地
・

家
屋
・
償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
方
に
、

令
和
６
年
度
の
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画

税
の
納
税
通
知
書
を
５
月
初
旬
に
送
付
し

ま
す
。
な
お
、
免
税
点
未
満
（
課
税
標
準

額
で
土
地
30
万
円
、
家
屋
20
万
円
、
償
却

資
産
１
５
０
万
円
未
満
）
の
場
合
に
は
送

付
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
納
税
通
知
書
の
固
定
資
産
課
税

明
細
書
に
は
、
土
地
一
筆
、
家
屋
一
棟
単

位
で
そ
れ
ぞ
れ
所
在
地
番
、
面
積
、
税
額

等
を
記
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
内
容
に
誤

り
が
な
い
か
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
税
務
課
☎
（
275
）
６
１
０
９

固
定
資
産
税
等
の
減
免

　
自
ら
居
住
し
て
い
る
自
己
居
住
用
資
産

(

土
地
・
家
屋)

を
所
有
し
て
い
る
方
の
う

ち
、
次
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
方
は
申

請
に
よ
り
当
該
資
産
の
固
定
資
産
税
・
都

市
計
画
税
の
２
分
の
１
が
減
額
さ
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

①�

１
月
１
日
現
在
で
、
所
有
者
が
寡
婦
、

ひ
と
り
親
、
特
別
障
が
い
者
、
ま
た
は

65
歳
以
上
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と

②�

所
有
者
及
び
所
有
者
と
生
計
を
一
に
す

る
す
べ
て
の
方
の
、
前
年
中
の
所
得
金

額
が
所
定
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と

③�

所
有
者
が
自
己
居
住
用
資
産
以
外
の
固

定
資
産
を
所
有
し
て
い
な
い
こ
と

④�

固
定
資
産
税
と
都
市
計
画
税
の
合
計
年

税
額
が
５
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と

⑤�
自
己
居
住
用
家
屋
の
延
床
面
積
が
70
㎡

以
下
で
あ
る
こ
と

※
申
請
は
第
1
期
納
期
限
（
5
月
31
日
）

　
ま
で
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

申
請
・
問
合
先
　
税
務
課

　
　
　
　
　
　
　
　
☎（
275
）６
１
０
９

「
令
和
６
年
所
得
税

　
　
　
定
額
減
税
」
の
詳
細

こ
ち
ら
か
ら 

▼

納税通知書に記載の金融機関またはコンビニエンスストア等で納めてください

固定資産税・都市計画税・軽自動車税・自動車税

問合先
府自動車税コールセンター

問合先　税務課☎（275）6094 ☎0570‐020156

自動車税固定資産税………１期分
都市計画税………１期分
軽自動車税………全期分

納期限は、

5月 31日金
（種別割） （種別割）



 2024.5　きらり -TAKAISHI- 8

第
１
号
被
保
険
者
へ
の 

独
自
給
付
を
ご
存
知
で
す
か

▼
死
亡
一
時
金

　
第
１
号
被
保
険
者
と
し
て
保
険
料
を
３

年
以
上
納
め
た
方
が
、
何
の
年
金
も
受
け

ず
に
死
亡
し
た
場
合
、
生
計
を
同
じ
く
し

て
い
た
遺
族
（
配
偶
者
、
子
な
ど
）
に
支

給
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
遺
族
が
遺

族
基
礎
年
金
を
受
け
ら
れ
る
と
き
は
支
給

さ
れ
ま
せ
ん
。

　
金
額
は
、
保
険
料
を
納
め
た
期
間
に
応

じ
て
、
12
万
円
〜
32
万
円
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
付
加
保
険
料
を
納
め
た
月
数
が
３

年
以
上
あ
る
場
合
は
、
８
５
０
０
円
が
加

算
さ
れ
ま
す
。

▼
遺
族
基
礎
年
金

　
遺
族
基
礎
年
金
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の

方
が
亡
く
な
ら
れ
た
と
き
に
、
そ
の
方
に

よ
っ
て
生
計
を
維
持
さ
れ
て
い
た
「
子
の

あ
る
配
偶
者
」
ま
た
は
「
子
」
に
支
給
さ

れ
ま
す
。

①
国
民
年
金
の
被
保
険
者

②�

国
民
年
金
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
方
で
、

日
本
国
内
に
住
所
が
あ
る
60
歳
以
上
65

歳
未
満
の
方

③�

老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
権
者
ま
た
は
受

給
資
格
期
間
を
満
た
し
て
い
る
方

※�

①
②
の
場
合
は
、
死
亡
月
の
前
々
月
ま

で
の
被
保
険
者
期
間
の
う
ち
、
保
険
料

納
付
済
期
間
と
免
除
期
間
（
納
付
猶
予

期
間
・
学
生
納
付
特
例
期
間
を
含
む
）

を
合
わ
せ
た
期
間
が
３
分
の
２
以
上
の

方
を
対
象
と
し
ま
す
。
ま
た
は
、
死
亡

月
の
前
々
月
ま
で
の
直
近
の
１
年
間
に

保
険
料
の
未
納
が
な
い
場
合
で
も
受
給

で
き
ま
す
。

　
遺
族
基
礎
年
金
の
額
は
、
子
の
あ
る
配

偶
者
が
受
け
る
場
合
、
基
本
額
（
81
万
６

０
０
０
円
、
69
歳
以
上
の
方
は
81
万
３
７

０
０
円
）
に
子
（
１
人
目
と
２
人
目
は
そ

れ
ぞ
れ
23
万
４
８
０
０
円
、
３
人
目
以
降

は
１
人
に
つ
き
７
万
８
３
０
０
円
）
を
加

え
た
額
で
す
。

　
な
お
、
子
と
は
18
歳
到
達
年
度
の
末
日

ま
で
の
子
、
ま
た
は
20
歳
未
満
で
障
が
い

等
級
が
１
級
も
し
く
は
２
級
の
状
態
に
あ

る
子
を
い
い
ま
す
。

▼
寡
婦
年
金

　
国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
と
し
て

保
険
料
を
納
め
た
期
間
（
免
除
期
間
を
含

む
）
が
10
年
以
上
あ
る
夫
が
亡
く
な
ら
れ

た
場
合
に
、
10
年
以
上
婚
姻
関
係
が
継
続

し
て
お
り
、
夫
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
さ

れ
て
い
た
妻
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
支
給
期
間
は
60
歳
か
ら
65
歳
ま
で
の
間

で
、
夫
の
第
１
号
被
保
険
者
期
間
に
基
づ

い
て
計
算
さ
れ
た
老
齢
基
礎
年
金
額
の
４

分
の
３
で
す
。

　
た
だ
し
、
死
亡
し
た
夫
が
老
齢
基
礎
年

金
を
受
け
て
い
た
、
障
害
基
礎
年
金
を
受

け
て
い
た
、
ま
た
は
妻
自
身
が
老
齢
基
礎

年
金
の
繰
上
げ
支
給
を
受
け
て
い
る
場
合
、

寡
婦
年
金
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
な
お
、
寡
婦
年
金
と
死
亡
一
時
金
の
両

方
を
受
け
ら
れ
る
場
合
、
ど
ち
ら
か
一
方

を
選
択
し
て
受
給
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

問
合
先　
健
幸
増
進
課
☎（
275
）６
２
４
１

支
援
教
育
の
取
組
み

　
市
内
の
公
立
幼
稚
園
・
小
中
学
校
で
は
、

支
援
を
必
要
と
す
る
こ
ど
も
た
ち
が
自
ら

の
可
能
性
を
最
大
限
に
伸
ば
し
、
主
体
的

に
社
会
参
加
・
自
立
す
る
人
間
の
育
成
を

ね
ら
い
と
し
た
支
援
教
育
の
充
実
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

　
各
学
校
園
の
協
力
体
制
の
も
と
、
支
援

　令和5年度の無料普通ごみ処理券（ピンク）を使い切らずに残され
ている場合、15枚（1シート）をトイレットペーパー2ロールに、30
枚（2シート）を30リットルのごみ袋1セット（10枚）に交換します。
なお、15枚（1シート）に満たない場合でも、8枚以上あればトイレッ
トペーパー1ロールと交換します。

時間　9：30～16：30
会場　市役所別館（１階）
持ち物　持ち帰り用の袋
※必ずお持ちください

火 月

交 換 期 間

問合先　環境政策課☎（275）6834

無料普通ごみ処理券を

令和５年度の余った

日用品と交換します
5月 21日から 5月 27日
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お
知
ら
せ

健
康
だ
よ
り

子
育
て
ナ
ビ

相
談
窓
口

募
集
と
案
内

ア
プ
ラ
ホ
ー
ル

図
書
館

フ
ォ
ト
ニ
ュ
ー
ス

学
級
に
在
籍
す
る
障
が
い
の
あ
る
こ
ど
も

た
ち
だ
け
で
な
く
、
通
常
の
学
級
に
在
籍

す
る
こ
ど
も
た
ち
に
つ
い
て
も
、
一
人
ひ

と
り
の
教
育
的
ニ
ー
ズ
の
状
況
等
を
的
確

に
把
握
し
、
課
題
を
明
確
に
し
、
個
々
の

障
が
い
の
状
況
に
応
じ
た
適
切
な
指
導
や

支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
市
内
の
公
立
小
中
学
校
す
べ
て

に
通
級
指
導
教
室
を
設
置
し
、
言
語
や
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
等
に
課
題
の
あ
る
児

童
・
生
徒
へ
の
支
援
も
進
め
る
と
と
も
に
、

各
学
校
園
に
お
け
る
支
援
教
育
に
か
か
る

指
導
の
充
実
を
図
る
た
め
、
専
門
家
等
に

よ
る
巡
回
相
談
も
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
市
で
は
引
き
続
き
、
す
べ
て
の
こ
ど
も

た
ち
の
豊
か
な
人
間
形
成
を
め
ざ
し
て
、

と
も
に
学
び
、
支
え
合
い
、
と
も
に
生
き

る
力
を
育
む
教
育
の
充
実
に
取
り
組
み
ま

す
。

問
合
先　
学
校
教
育
課
☎（
275
）６
４
３
４

雨
水
貯
留
タ
ン
ク
の 

購
入
費
用
を
一
部
助
成

　
雨
水
貯
留
タ
ン
ク
は
、
集
中
豪
雨
時
の

急
激
な
雨
水
流
出
を
抑
え
、
浸
水
被
害
を

緩
和
し
ま
す
。
貯
留
さ
れ
た
雨
水
は
、
庭

木
へ
の
散
水
（
節
水
効
果
）
や
打
ち
水

（
ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
対
策
）
と
し
て
利

用
で
き
る
ほ
か
、
災
害
時
に
は
飲
用
水
以

外
の
生
活
用
水
と
し
て
利
用
で
き
ま
す
。

雨
水
貯
留
タ
ン
ク
の
設
置
を
お
考
え
の
方

は
、
購
入
前
に
上
下
水
道
課
へ
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

対
象　
市
内
に
住
宅
を
所
有
し
、
1
基
あ

た
り
の
容
量
が
80
ℓ
以
上
の
雨
水
貯
留
タ

ン
ク
を
購
入
さ
れ
て
6
か
月
以
内
の
方

※
賃
貸
住
宅
の
場
合
も
土
地
・
建
物
の
所

　
有
者
の
同
意
が
あ
れ
ば
設
置
で
き
ま
す
。

助
成
額　
購
入
金
額
の
３
分
の
２
ま
た
は

タ
ン
ク
容
量
（
ℓ
）
×
２
０
０
円
の
い
ず

れ
か
少
な
い
方
の
額
（
上
限
4
万
円
）

申
込
・
問
合
先　
11
月
30
日
ま
で
に
上
下

水
道
課
☎（
275
）６
４
１
９

特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉
手

当
に
つ
い
て

▼
特
別
障
害
者
手
当

対
象　
日
常
生
活
で
常
に
特
別
な
介
護
が

必
要
な
在
宅
の
重
度
障
が
い
者
で
20
歳
以

上
の
方
（
福
祉
施
設
入
所
者
及
び
一
定
期

間
入
院
し
て
い
る
方
を
除
く
）

支
給
額　
月
額
２
万
８
８
４
０
円
（
２

月
・
５
月
・
８
月
・
11
月
に
支
給
）

▼
障
害
児
福
祉
手
当

対
象　
日
常
生
活
で
常
に
特
別
な
介
護
が

必
要
な
在
宅
の
重
度
障
が
い
者
で
20
歳
未

満
の
方
（
福
祉
施
設
入
所
者
を
除
く
）

支
給
額　
月
額
１
万
５
６
９
０
円
（
２

月
・
５
月
・
８
月
・
11
月
に
支
給
）

※
い
ず
れ
の
手
当
も
所
得
制
限
が
あ
り
ま

　
す
。
ま
た
、
申
請
に
は
各
手
当
認
定
用

　
の
診
断
書
が
必
要
で
す
。

問
合
先　
高
齢
・
障
が
い
福
祉
課

�

☎（
275
）６
２
９
４

高
齢
者
等
緊
急
通
報
装
置
給
付
事
業

の
対
象
者
を
拡
充
し
ま
す

　
病
気
や
ケ
ガ
等
の
緊
急
時
に
、
電
話
回

線
を
通
じ
て
、
堺
市
消
防
局
へ
の
通
報
や
、

在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
の
健
康
相
談

が
で
き
る
装
置
を
給
付
し
ま
す
。
今
回
か

ら
新
た
に
日
中
ま
た
は
夜
間
に
独
居
と
な

る
高
齢
者
・
重
度
身
体
障
が
い
者
（
同
居

家
族
が
就
労
、
就
学
等
の
た
め
日
中
ま
た

は
夜
間
の
大
半
に
お
い
て
不
在
と
な
る

方
）
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

申
込
・
問
合
先　
高
齢
・
障
が
い
福
祉
課

�

☎
（
275
）
６
２
９
４　

「
高
齢
者
等
緊
急
通
報
装
置
」

　
　
　
　
　
　
　
　の
詳
細

こ
ち
ら
か
ら 

▼

不審な電話に注意してください！
　高石市内において、特殊詐欺と思われる不審メール・不審
電話がかかってきています。特殊詐欺の被害に遭わないよう
に、不審な電話等があれば警察署に通報してください。
　また、携帯電話を使用しながら ATMを操作している人を
見かけたら、声かけや警察署への通報をお願いします。
問合先　高石警察署生活安全課☎（265）1234
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５
月
22
日
午
前
11
時
頃
に
市
内
の 

防
災
行
政
無
線
の
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら

放
送
が
流
れ
ま
す

　
地
震
や
津
波
、武
力
攻
撃
な
ど
の
発
生

時
に
備
え
、全
国
一
斉
情
報
伝
達
訓
練
を

行
い
ま
す
。こ
れ
は
、全
国
瞬
時
警
報
シ
ス

テ
ム（
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
）を
用
い
た
訓
練
で
、

高
石
市
以
外
の
全
国
の
地
域
で
も
同
様
の

訓
練
が
行
わ
れ
ま
す
。

問
合
先　
危
機
管
理
課
☎（
275
）６
２
４
５

特
定
健
診
を
受
け
ま
し
ょ
う
！

　
年
に
1
回
の
特
定
健
診
を
受
診
し
ま
し

ょ
う
！
40
歳
以
上
の
国
民
健
康
保
険
加
入

者
に
は
、
5
月
中
旬
に｢

特
定
健
診
受
診

券｣

を
発
送
し
ま
す
。

▼
集
団
健
診

健診日 会場
5 月26日（日）総合保健センター6 月 7 日（金）
6 月25日（火）とろしプラザ
9 月17日（火）

総合保健センター
10月 3 日（木）
10月20日（日）
11月 7 日（木）
12月11日（水）
1 月26日（日）市役所別館
2 月19日（水）総合保健センター

時
間　
午
前
9
時
〜
11
時
30
分

内
容　
特
定
健
診
・
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診

申
込　
当
日
直
接
会
場
へ
、
ま
た
は
市
ホ

ー
ム
ぺ
ー
ジ
で
事
前
予
約

▼
指
定
医
療
機
関
健
診

期
間　
6
月
1
日
〜
令
和
７
年
3
月
31
日

（
後
期
高
齢
者
健
診
は
受
診
券
が
届
い
た

日
か
ら
）

場
所　
府
内
指
定
医
療
機
関

■
集
団
・
指
定
医
療
機
関
共
通
項
目

検
査
項
目　
問
診
、
診
察
、
身
体
計
測
、

血
圧
、
尿
検
査
、
血
液
検
査

料
金　
特
定
健
診
は
無
料
（
が
ん
検
診
・

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診
は
各
5
０
０
円
。
た

だ
し
、
40
歳
の
方
に
限
り
、
肝
炎
ウ
イ
ル

ス
検
診
は
無
料
）

持
ち
物　
保
険
証
・
40
歳
以
上
の
方
は
、

国
民
健
康
保
険
特
定
健
診
受
診
券
（
ま
た

は
後
期
高
齢
者
健
診
受
診
券
）
と
前
年
度

の
健
診
結
果
（
お
持
ち
の
方
の
み
）

問
合
先　
健
幸
増
進
課
☎（
275
）６
３
８
１

「
特
定
健
診
の
詳
細
」

こ
ち
ら
か
ら
▼

消費生活センターだより
C o n s u m e r  s e r v i c e  c e n t e r  n e w s l e t t e rクリーニング受け渡し時には

必ず状態を確認しましょう！

※国民生活センター「見守り新鮮情報　第476号」から抜粋・イラスト黒崎玄

休館日 土・日曜日、祝日

クリーニングによるトラブルは、複数の要素が重なって発生することもあるた
め原因の特定が難しく、時間が経つと解決がより難しくなります。クリーニン

グに出す時、受け取る時には、必ず衣類の状態や処理方法を店舗側と一緒によく確認し
ましょう。「クリーニング事故賠償基準」を使用してトラブルの対処をする店舗もあり
ますが、使用していない店舗もあります。利用する店舗のルールを確認しましょう。「ク
リーニング事故賠償基準」に基づき賠償される場合は、購入時からの経過月数などが勘
案されるので、購入時の金額が戻ってくるわけではありません。
※「クリーニング事故賠償基準」は、Sマーク（「クリーニング業に関する標準営業約款」の登録店）、
LDマーク（クリーニング生活衛生同業組合の加盟店）のある店舗が使用しています。

時　間 9：00～16：45

☎（267）5501
場　所 市役所本館２階

困ったときは、
消費生活センターへ

ポイ
ント

※来庁をご希望される場合は事前
　 にお電話ください
※休館日は「消費者ホットライン」
　  ☎188へお問い合わせください

　ジャンパーを7カ月前にクリーニングに出した。すぐに引き
取ったが、でき上がりの状態を確認せずにクローゼットにしま
い、先月着ようとしたら、ジッパーの布地が引きつっていて着
られる状態ではなかった。クリーニング店に伝えると「6カ月
も過ぎてから苦情を言われても、引き取った後の事故によるも
のかクリーニング時の処理の仕方の問題かどちらか分からな
い」と言われた（70歳代）
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お
知
ら
せ

健
康
だ
よ
り

子
育
て
ナ
ビ

相
談
窓
口

募
集
と
案
内

ア
プ
ラ
ホ
ー
ル

図
書
館

フ
ォ
ト
ニ
ュ
ー
ス

みん
ないっしょ

に生きる社会を

「
事
情
が
あ
っ
て
働
け
ず
に
お
金
が

な
い
」
「
一
緒
に
暮
ら
す
彼
氏
に
暴

力
を
ふ
る
わ
れ
て
い
る
」
「
思
い
が

け
ず
妊
娠
し
て
し
ま
っ
た
」
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
理
由
で
困
っ
て
い
る
状
況

に
あ
る
女
性
を
支
え
る
法
律
が
新
し

く
で
き
ま
し
た
。
「
困
難
な
問
題
を

抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法

律
」
（
女
性
支
援
新
法
）
で
す
。
今

年
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

「
私
の
悩
み
は
誰
に
も
わ
か
っ
て

も
ら
え
な
い
」
「
自
分
さ
え
我
慢
す

れ
ば
」
な
ど
、
そ
の
悩
み
、
1
人
で

抱
え
込
ま
な
く
て
も
大
丈
夫
で
す
。

あ
な
た
を
手
助
け
す
る
人
た
ち
が
い

る
は
ず
で
す
。

　

困
っ
た
状
況
の
女
性
を
助
け
る
法

律
は
昭
和
32
年
に
施
行
さ
れ
た
「
売

春
防
止
法
」
が
あ
り
ま
し
た
。
た
だ
、

売
春
を
す
る
女
性
な
ど
に
対
象
が
限

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
女
性
を

助
け
る
と
い
う
よ
り
は
、
女
性
の

「
更
正
」
（
ま
と
も
な
道
へ
と
指
導

す
る
）
が
一
番
の
目
的
で
し
た
。

　

い
ま
、
大
変
な
状
況
に
あ
る
女
性

た
ち
の
立
場
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
仕

事
が
な
く
、
売
春
す
る
こ
と
で
お
金

を
得
て
い
る
女
性
、
結
婚
し
て
い
る

け
れ
ど
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
暴
力
を
ふ

る
わ
れ
た
り
、
モ
ラ
ハ
ラ
を
受
け
た

り
し
て
い
る
人
、
10
代
で
家
庭
環
境

が
良
く
な
く
家
に
居
場
所
が
な
い
子

ど
も
な
ど
、
多
様
な
環
境
が
あ
り
ま

す
。
悩
み
が
一
つ
で
は
無
く
、
お
金

の
こ
と
、
性
の
こ
と
、
家
の
こ
と
な

ど
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
い
る
状
態

の
人
も
い
ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍
で
人
と

の
つ
な
が
り
が
弱
ま
り
、
孤
立
し
て

し
ま
っ
て
い
る
人
も
増
え
ま
し
た
。

　

そ
う
い
っ
た
全
て
の
女
性
を
支
え

よ
う
と
い
う
の
が
、
こ
の
法
律
の
め

ざ
す
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
「
パ

パ
活
」
の
よ
う
な
こ
と
は
よ
い
こ
と

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
「
罰

す
る
」
の
で
は
な
く
「
寄
り
添
っ
て

支
え
る
」
こ
と
が
、
今
ま
で
の
法
律

と
違
う
と
こ
ろ
で
す
。

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
あ
な
た
へ

　

あ
な
た
の
い
ま
の
状
況
は
、
あ
な

た
の
せ
い
で
は
な
く
、
そ
う
せ
ざ
る

を
得
な
い
理
由
が
あ
る
か
ら
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
誰
か
の
助
け
を
借
り
な

が
ら
環
境
を
変
え
る
こ
と
で
、
抜
け

出
せ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
す
。
ま

ず
は
相
談
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

「
自
分
に
合
う
」
場
所
を
み
つ
け
ま

し
ょ
う
。

　

相
談
し
て
と
言
わ
れ
て
も
、
疑
問

に
思
う
人
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
女

性
支
援
新
法
で
は
、
た
く
さ
ん
の
支

援
団
体
が
協
力
し
合
っ
て
女
性
を
支

え
ま
す
。

・
各
都
道
府
県
に
あ
る
女
性
相
談
支

　

援
セ
ン
タ
ー

・
福
祉
事
務
所

・
児
童
相
談
所

な
ど
、
女
性
が
安
全
な
場
所
で
生
活

し
、
自
立
を
め
ざ
せ
る
よ
う
に
支
え

ま
す
。
ま
ず
は
市
区
町
村
の
相
談
窓

口
に
連
絡
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

「
こ
こ
と
は
合
わ
な
い
な
」
と
思
っ

て
も
、
支
援
団
体
は
多
く
あ
り
ま
す
。

あ
な
た
に
合
う
と
思
う
と
こ
ろ
、
話

し
や
す
い
な
と
思
う
人
が
い
る
と
こ

ろ
が
、
き
っ
と
あ
る
は
ず
で
す
。　

　

悩
み
の
全
て
を
話
す
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。
言
い
た
く
な
い
こ
と
は
言

わ
な
く
て
大
丈
夫
で
す
。
「
自
分
の

悩
み
な
ん
て
大
し
た
こ
と
な
い
」
な

ど
と
思
わ
ず
、
声
を
上
げ
て
み
て
く

だ
さ
い
。

　

い
ま
こ
こ
に
、
た
ど
り
着
い
て
く

れ
た
あ
な
た
の
勇
気
に
寄
り
添
い
支

援
す
る
味
方
が
必
ず
い
ま
す
。
あ
な

た
の
力
に
き
っ
と
な
れ
る
は
ず
で
す
。

＊
出
典
：
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

人
権
・
生
活
相
談
課

�

☎
（
275
）
６
２
７
９

女性支援新法 

受
診
率
向
上
に
向
け
た
共
働
事
業　
　

特
定
健
診
特
別
金
利
定
期
貯
金

　
Ｊ
Ａ
い
ず
み
の
と
の
協
働
事
業
で
、
期

間
中
に
特
定
健
診
等
を
受
診
し
、
ス
ー
パ

ー
定
期
貯
金
（
10
万
円
〜
１
０
０
万
円
）

を
新
規
で
預
け
る
と
年
０
・
05
％
の
金
利

が
適
用
さ
れ
ま
す
。

期
間　
5
月
７
日
〜
令
和
７
年
３
月
29
日

対
象　
高
石
市
・
和
泉
市
・
泉
大
津
市
・

岸
和
田
市
・
忠
岡
町
い
ず
れ
か
の
国
民
健

康
保
険
ま
た
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
す
る
40
歳
以
上
の
方

　
詳
し
く
は
、
Ｊ
Ａ
い
ず
み
の
店
頭
の
商

品
概
要
説
明
書
ま
た
は
Ｊ
Ａ
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お
近
く
の
本
店

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
J
A
い
ず
み
の
本
店

�

☎
０
７
２（
４
３
９
）２
３
８
１　

「
特
定
健
診
特
別
金
利
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※各補助制度にはその他要件があります。
　必ず事前に申請を行ってください。また、
　予算額に達しますと終了になります。
　各制度の詳細については市ホームペー
　ジをご覧ください▶︎

大切大切ななお家お家のの

これからこれからをを考える考える時に時に
各種補助制度のご案内
問合先　都市計画課☎︎（275）6479

ブロック塀等の撤去補助制度
ブロック塀等の撤去にかかる費用の一部を補助
します。
対象
・ 道路に面するブロック塀等で、ブロック塀等の
高さが60cmを超えるもの
補助金額　撤去する費用の２分の１の額
　　　　　 （上限額15万円）
※「児童が主に通学に供する道路」に面するブロ
　ック塀等の場合は、撤去する費用の全額
　（上限額15万円）

空き家対策補助制度
空き家バンクの登録物件で売買が成約した方に、
費用の一部を補助します。買主は当該物件に住
民登録が必要です。
■買主　
　購入費用の補助として最大30万円、
　改修費用の補助として最大30万円を補助
■売主
　不要物撤去の補助として最大5万円

耐震診断・耐震改修補助制度
住宅の耐震診断・改修にかかる費用の一部を補
助します。
対象　昭和56年5月31日以前に建築され、居
住または使用している木造住宅
※耐震改修は直近の課税所得金額が507万円
　未満の方が対象
■耐震診断
金額　診断費用の11分の10以内の額
　　　(上限額5万円)
■耐震改修（耐震診断後）
金額　改修費用として70万円または90万
　　　円を補助

空き家除却補助制度　
空き家の除却にかかる費用の一部を補助します。
対象　昭和56年5月31日以前に建築され、1年
以上居住実績のない木造住宅
金額　除却する費用の2分の1の額
　　　(上限額40万円)




